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2018 年第 6 号 
 
今回のテーマ︓環境保護税 
2016 年 12 月 25 ⽇に、『中華⼈⺠共和国環境保護税法』が、第 12 期全国⼈⺠代表⼤会
常務委員会第 25 回会議にて可決され、2018 年 1 月 1 ⽇から施⾏されている。また、同法の
実施細則として、『中華⼈⺠共和国環境保護税法実施条例』が同じく 2018 年 1 月１⽇より
施⾏されている。 
 
主な内容 
 
納税者 中華⼈⺠共和国の領域及び中華⼈⺠共和国が管轄するその他の海

域において、直接に課税汚染物を環境に排出する企業・事業単位及
びその他の生産経営者 

課税汚染物 「環境保護税税目税額表」と「納税汚染物と当量値表」に定めた⼤
気汚染物、水汚染物、固体廃棄物及び騒音。 

課税項目と税額基準 
 

① ⼤気汚染物︓汚染当量数×適⽤税額（1.2〜12 元） 
② 水汚染物︓汚染当量数×適⽤税額（1.4〜14 元） 
③ 固形廃棄物︓固形廃棄物排出量(トン)×適⽤税額（5〜25

元、危険廃棄物の場合 1000 元）  
④ 騒音︓国の定める標準を上回るデシベル値に対応する適⽤税額

(350 元〜11,200 元／月) 
汚染物を直接排出し
たものとみなされない
状況 
 
（その汚染物に対する
環境保護税を徴収し
ない。） 

企業・事業単位及びその他の生産経営者が法により設⽴した汚水集
中処理場、生活ゴミ集中処理場所に課税汚染物を排出する場合
（ただし、排出標準を超えて課税汚染物を排出する場合を除く）。 
 
（所定の汚水集中処理場とは、⼀般社会に生活汚水処理サービス
を提供する場所を指す。これには、工業団地、開発区等の工業集約
区域内の企業・事業者やその他の生産経営者に汚水処理サービスを
提供する場所および企業・事業者やその他の生産経営者が自ら設け
て自ら使⽤する汚水処理場を含まないものとする。） 
企業・事業単位及びその他の生産経営者が国家および地方環境保
護標準に合致する施設、場所に固体廃棄物を貯蔵もしくは処分する
場合（ただし、環境保護標準に合致しない場合を除く）。 

減免税 
 

（１）農業生産（⼤規模養殖を含まない）が課税汚染物を排出
する場合。 
（２）自動⾞、鉄道機関⾞、非道路移動機械、船舶および航空機
等の流動汚染源が課税汚染物を排出する場合。 
（３）法により設⽴された都市・農村汚水集中処理、生活ゴミ集中
処理場所が相応する課税汚染物を排出し、国および地方が規定する
排出標準を超えない場合。 
（４）納税⼈が固体廃棄物を総合利⽤し、国および地方の環境保
護標準に合致する場合。 
（５）国務院が免税を批准するその他の状況。 
 



納税義務の発生時期 課税汚染物を排出する当⽇。 
納税地 納税⼈は課税汚染物排出地の税務機関に環境保護税を申告・納

付しなければならない。 
 
徴収⾦額は地方政府に属するとし、地方税務局が徴収する。 

申告期限 
 

環境保護税は月ごとに計算し、四半期ごとに申告・納付する。 
固定期限に基づき計算・納付できない場合、1 回ごとに申告・納付す
る。 
納税⼈が四半期ごとに申告・納付する場合、四半期終了の⽇から 15
⽇以内に、税務機関に納税申告を⾏い、合わせて税⾦を納付しなけ
ればならない。 
 
納税⼈が1回ごとに申告・納付する場合、納税義務が発生する⽇から
15 ⽇以内に、税務機関に納税申告を⾏い、合わせて税⾦を納付し
なければならない。 

 
お⾒逃しなく 
 

 納税者が自ら取得した監視測定データは汚染物の税額計算の根拠として認められるか。 

納税者が自ら汚染物の監視測定を⾏い取得した監視測定データが、国の関連規定および
監視測定基準に適合している場合、監視測定機関が発⾏する監視測定データとして認め
られる。 

 
 納税者の申告したデータと環境保護の所管機関の提出したデータに不⼀致が発生する場

合、どのような処理を⾏うべきか。 
 

納税者の申告した汚染物の排出データと環境保護の所管機関より提供されたデータに不⼀
致が発生する場合は、環境保護の所管機関が提供したデータに基づき課税汚染物の税額
計算の根拠を確定する。 

 
 減免税措置を適⽤する納税⼈は、税務局に⾏って減免税の備案⼿続きを⾏う必要がある

か。 
 

環境保護税の減免税措置は「備案類」の減免税に分類される。減免税措置を適⽤する納
税⼈は、納税申告書の記⼊により備案⼿続きを⾏い、減免税の備案⼿続きを⾏う必要が
ある。納税⼈は関連する証明資料を保存しておく必要がある。 
 

以上 
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